
就 任 挨 拶

　農林水産政策研究所長の内田幸雄（うちだゆき
お）です。よろしくお願い申し上げます。
　能登半島地震の発生からまもなく３か月が経ちま
すが、いまだ厳しい状況を余儀なくされている方々
が多くいらっしゃいます。一日でも早く平穏な生活
を取り戻されることを心よりお祈り申し上げます。

　当研究所は、農林水産関係で唯一の国の政策研究
機関であり、政策の企画立案に必要な情報収集や現
状分析・将来予測を行い、この成果を行政部局へ提
供してきました。

　我が国の農林水産業は、国民に対して良質な食料
を安定的に供給するという重要な役割に加え、地域
の主要産業であり、食品産業などの裾野の広い関連
産業と深く結び付いています。農林水産業が地域で
継続して営まれることで、関連産業と相まって活力
ある農山漁村が形成されているのです。

　一方、我が国の農林水産業を取り巻く環境は大き
く変化しています。途上国を中心に人口は急増し、
食料需要も増加する一方、異常気象の頻発や地政学
リスクの高まりにより、世界の食料生産・供給は不
安定化しています。また、長い間経済成長が鈍化し
た我が国に対し、中国やインド等の新興国が急成長
した結果、我が国の地位は低下し、食料や資材を容
易に輸入できなくなりつつあります。国内では、農
業者の減少・高齢化などが続く中、2009年には総人
口も減少に転じ、国内市場は縮小を続けています。
加えて、SDGsの浸透により、環境や生物多様性等
への対応は農林水産業の発展や新たな成長のための
重要課題となっています。

　このような我が国の農林水産業を取り巻く環境の
変化を踏まえ、今後20年を見据えた新たな課題に対
応していくため、農林水産省は、食料・農業・農村
基本法の検証・見直しを行い、政府の食料安定供
給・農林水産業基盤強化本部において、昨年６月に
は「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」が、
年末には「食料・農業・農村政策の新たな展開方向

に基づく施策の全体像」が取りまとめられました。
　この全体像においては、施策の４本柱として、
　１．�平時からの国民一人一人の食料安全保障の確

立
　２．本格的な人口減少に対応した施策の強化
　３．農林水産物・食品の輸出促進
　４．環境と調和のとれた食料システムの確立
が示されています。

　これらの新たな課題には、従来の延長で対応して
いくことは難しく、新たな発想に立った政策の企画
立案が強く求められますが、このような状況でこ
そ、当研究所の果たすべき役割は一層大きなものに
なると考えています。

　また、政策の必要性はもとより、農林水産業や農
山漁村の重要性を我が国共通の理解としていくため
には、政策効果を明確にして、広く一般の方々にご
理解・ご納得いただけるように説明していくことが
必要です。政策への活用のみならず、研究で得られ
た成果を様々な媒体で発信してまいります。

　ここ数年はコロナ禍のため、現地調査や対面セミ
ナーが制約されていましたが、従来型の取組が復活
しつつあります。また、いわゆるハイブリッド方式
が一般化し、遠方とのコミュニケーションが容易に
なっています。今後とも、行政部局のみならず、客
員研究員等外部の研究者や大学等の研究機関との連
携の下、農林水産業や農山漁村の持続的発展につな
がる研究を進めてまいります。関係各位の一層のご
理解とご支援をお願い申し上げます。

就任に当たって
農林水産政策研究所長　内田　幸雄
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